
 

 

 

  平成30年４月４日 

環境政策課 

（内2347） 

 

愛媛県における平成28年度のフロン類算定漏えい量の 
集計結果について 

 フロン排出抑制法においては、地球温暖化等の原因となるフロン類の排出を
抑制するため、業務用冷凍空調機器の管理者に対して、適切な施設の維持管理
を義務付けるとともに、平成 28 年度から、年間の算定漏えい量が 1,000t-CO2
以上となる者（特定漏えい者）に対し、国への報告を義務付けています。 
 今般、国において平成 28 年度実績が取りまとめられたので、同法の規定に
基づき、愛媛県内の状況等についてお知らせします。 
 なお、県内の漏えい量は 2.2万 t-CO2となっており、前年度（3.7万 t-CO2）
と比較して減少しています。 
 
１ 愛媛県内の状況について 
 (１) 特定漏えい者及び特定事業所について 
特定漏えい者分（算定漏えい量の合計が1,000t-CO2以上となる者） 

 
報告事業者数 

（事業者） 

算定漏えい量

（万ｔ-CO2） 

全国に占める本県の状況 

割合（％） 全国順位 

本 県 42（36） 2.2（3.7） 1.0（1.6） 30位（18位） 

全 国 445 219   
※（ ）内は平成27年度の数値を示しています。 

 

   特定事業所分（特定漏えい者の各事業所のうち、漏えい量が1,000ｔ-CO2以上の事業所） 

 
特定事業所数 

（事業所） 

算定漏えい量

（万ｔ-CO2） 

全国に占める本県の状況 

割合（％） 全国順位 

本 県 ２ 0.5 0.9 29位 

全 国 218 57   
※報告事業者数について、複数都道府県で報告している事業者（例えば、コンビニ等）があ

るため、見かけ上、全国の事業者数に対して県内の事業者数が多くなっています。 

※全国展開している小売業や大規模製造業等において、年間の漏えい量が多い傾向にある他、

施設の老朽化や配管の破損等も原因となっています。 

※算定漏えい量は、フロン類充塡回収業者が冷凍空調機器への充塡及び回収の際に発行する

充塡証明書及び回収証明書から算定します。 



 (２) 業種別算定漏えい量の内訳について（特定漏えい者） 

   主たる事業の業種（日本標準産業分類）別でみると、愛媛県内では、各

種商品小売業（0.9万ｔ-CO2、43％）が最も多く、続いて化学工業（0.5万

ｔ-CO2、23％）、食料品製造業（0.1万ｔ-CO2、7％）の順でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３) フロン類の種類別算定漏えい量の内訳について（特定漏えい者） 

   フロン類の種類別でみると愛媛県内では、R-22（HCFC）が、1.0万ｔ-CO2
で特定漏えい者として報告された量の45％、次いで、R-404A（HFC）の0.4

万ｔ-CO2（19％）、R-134a（HFC）の0.3万ｔ-CO2（13％）の順で、これら３

種類のフロン類で全体の約77％を占めていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（愛媛県内の状況） （全国の状況）

（愛媛県内の状況） （全国の状況）

化学工業 

（23％） 

各種商品小売業 

（43％） 

各種商品小売業 

（36％） 

飲食料品小売業 

（24％） 

食料品製造業 

（12％） 

食料品製造業 

（7％） 

その他 

（15％） 

R-22 

(45%) 

R-134a 

(13%) 

R-404A 

(19%) 

R-404A 

(27%) 

R-22 

(57%) 

R-410A 

(7%) 



２ フロン類算定漏えい量報告・公表制度の概要について 

〇当該制度は、業務用冷凍空調機器の使用者のうち、フロン類の算定漏えい

量が年間1,000ｔ-CO2以上となる者（特定漏えい者）に、国へ当該算定漏え

い量を報告することを義務付けています。(※報告は法人単位） 

〇当該制度は、フロン類の漏えい量の多寡に着目するのではなく、当該機器

使用時の実態を把握・公表することにより、より適切な機器の管理を促進

し、フロン類の排出の抑制に資することを目的としています。 
 

【制度概要図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 参考 

 〇国の発表資料はこちら 

：http://www.env.go.jp/press/105297.html 

 〇フロン類算定漏えい量報告・公表制度開示窓口はこちら 

：http://www.env.go.jp/earth/furon/operator/request.html 

 

 

 

 



特定事業所

1 株式会社ファミリーマート 958 41,475

2 日新製鋼株式会社 26 1,899

3 佐川急便株式会社 23 4,556

4 ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社 44 1,298

5 マックスバリュ西日本株式会社 636 22,714

6 アサヒビール株式会社 651 1,200

7 株式会社　ラウンドワン 0 6,882

住友化学株式会社 5,148 9,252

　住友化学株式会社　愛媛工場
※ 4,135

　住友化学株式会社　大江工場
※ 1,013

9 帝人株式会社 872 1,246

10 株式会社　大阪ソーダ 8 1,522

11 日本生命保険相互会社 1 3,763

12 日本ハム　株式会社 0 6,229

13 株式会社　ローソン 324 39,284

14 プライムデリカ　株式会社 687 1,824

15 西日本電信電話株式会社 34 5,745

16 株式会社　タカキベーカリー 86 4,126

17 株式会社　ハローズ 254 6,750

18 株式会社　あきんどスシロー 12 1,672

19 イオンリテール株式会社 1,071 78,360

20 株式会社　ニチレイ・ロジスティクス中四国 289 1,339

21 株式会社マルヨシセンター 624 4,535

22 デリカサラダボーイ 株式会社 678 1,013

23 株式会社フジ 6,852 14,855

24 株式会社　えひめ飲料 448 1,003

25 ダイレックス　株式会社 109 3,939

26 株式会社　コスモス薬品 427 4,910

27 日本赤十字社 29 4,219

28 社会福祉法人　恩賜財団済生会 5 2,538

29 株式会社　セブン－イレブン・ジャパン 8 23,193

30 KDDI　株式会社 18 3,258

31 朝日生命保険相互会社 65 1,062

32 太陽石油株式会社 11 5,796

33 第一生命保険　株式会社 3 1,342

34 東レ株式会社 305 1,814

35 山崎製パン　株式会社 0 18,419

36 ヤマト運輸株式会社 129 19,342

37 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 1 1,002

38 株式会社　三越伊勢丹 62 4,846

39 株式会社NTTドコモ 57 2,107

40 防衛省 -8 6,220

41 国土交通省 35 2,934

42 国立大学法人 愛媛大学 1,096 1,096

22,077 370,579

※特定漏えい者が愛媛県内に設置している事業所のうち、１つの事業所からの算定漏えい量が1,000t-CO2以上の
　事業所（特定事業所）を示す。

注１：1t-CO2 未満の算定漏えい量を切捨てで報告しているため事業者ごとの値と都道府県別の合計値とは必ずしも
整合しない。

注２：年度をまたいでフロン類の充填及び回収を行った場合、単年度の算定漏えい量がマイナスになる場合がある。

愛媛県内に事業所を有する特定漏えい者について愛媛県内に事業所を有する特定漏えい者について愛媛県内に事業所を有する特定漏えい者について愛媛県内に事業所を有する特定漏えい者について

特定漏えい者 愛媛県内の事業所における
算定漏えい量の合計（ｔ-CO2）

全国の事業所における
算定漏えい量の合計（ｔ-CO2）

計
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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（抄） 

発令    ：平成13年6月22日号外法律第64号 

最終改正：平成25年6月12日号外法律第39号 

改正内容：平成25年6月12日号外法律第39号[平成27年4月1日] 

 

（フロン類算定漏えい量等の報告等） 

第十九条 第一種特定製品の管理者（フロン類算定漏えい量（第一種特定製品の使用等に際し

て排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下同

じ。）が相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。）

は、毎年度、主務省令で定めるところにより、フロン類算定漏えい量その他主務省令で定め

る事項を当該第一種特定製品の管理者に係る事業を所管する大臣（以下この節及び第百条に

おいて「事業所管大臣」という。）に報告しなければならない。 

２ 省略 

３ 事業所管大臣は、第一項の規定による報告があったときは、当該報告に係る事項について

環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。 

（報告事項の記録等） 

第二十条 省略 

２ 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記録をしたときは、環境省令・経済産業

省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイルに記録された事項（以下この節にお

いて「ファイル記録事項」という。）のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う第一種特

定製品の管理者に係るものを当該事業所管大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する

事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ通知するものとする。 

３ 環境大臣及び経済産業大臣は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、

ファイル記録事項を集計するものとする。 

４ 環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、前項の規定により集計した結果を事業所管大臣

及び都道府県知事に通知するとともに、公表するものとする。 

５ 事業所管大臣及び都道府県知事は、第二項の規定による通知があったときは、当該通知に

係る事項について集計するとともに、その結果を公表することができる。 
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